
「（第３次）滋賀県食の安全・安心推進計画」（骨子案）について 

１ 策定の趣旨 

県では、食に携わる関係者すべてがその責務と役割を果たすことにより、社会全体で食の安全・安心

の確保を推進するため、平成21年１２月に「滋賀県食の安全・安心推進条例」（以下「条例」という。）を制

定し、本条例に基づく「滋賀県食の安全・安心推進計画」を策定し、食の安全・安心を確保する施策を実

施しています。 

今回、現計画である「（第２次）滋賀県食の安全・安心推進計画」が令和５年度までの計画となっている

ため、現計画の評価、現状や課題、また、食を取り巻く環境の変化を踏まえ、食の安全・安心を確保する

ための施策をより推進するため、「（第３次）滋賀県食の安全・安心推進計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

「滋賀県食の安全安心推進条例」第８条の規定に基づく計画であり、「滋賀県基本構想」のほか、関連

計画との整合性を図ります。 

 

３ 計画の期間 

令和６年度から令和１０年度までの 5 年間とします。 

 

４ 関係課 

   県民活動生活課、健康寿命推進課、薬務課、みらいの農業振興課、畜産課、水産課、 

教育委員会保健体育課 

 

５ これまでの経過 

○ 平成１５年 ８月 ： 「滋賀県食の安全・安心に関する基本方針」を策定 

○ 平成１６年 ３月 ： 「滋賀県食の安全・安心アクションプラン」を策定（H16～H20 年度） 

○ 平成２１年 ３月 ： 「滋賀県食の安全・安心アクションプラン」を改定（H21～H25 年度） 

○ 平成２１年１２月 ： 「滋賀県食の安全・安心推進条例」の制定 

○ 平成２６年 ３月 ： 「滋賀県食の安全・安心推進計画」を策定（H26～H30） 

○ 平成３１年 ３月 ： 「（第２次）滋賀県食の安全・安心推進計画」を策定（H31～R5） 

 

６ 策定スケジュール 

（１） これまでの経過 

令和４年 ８月１９日  滋賀県食の安全・安心審議会（審議会への諮問） 

令和５年 ７月１２日   第 1 回滋賀県食の安全・安心審議会（第３次計画の骨子素案検討） 

  

（２） 今後の予定 

令和５年 ８月３日  厚生・産業常任委員会（骨子案報告） 

     １０月     第 2 回滋賀県食の安全・安心審議会（計画素案、答申） 

１２月     厚生・産業常任委員会（計画案、パブコメ実施） 

県民政策コメント（パブコメ） 

２月     第 3 回滋賀県食の安全・安心審議会（計画最終案） 

３月     厚生・産業常任委員会（計画最終案報告） 

計画策定 

厚生・産業常任委員会資料１－１ 

令和５年（2023 年）８月３日 

健 康 医 療 福 祉 部 生 活 衛 生 課 
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基本施策       具体的な取組 

１ 食の安全に関する危機管理体制の整備 

          【全ての関係課】 

５ 適正な農薬管理と安全な農産物の確認 

【農業経営課・生活衛生課】 

４ 環境こだわり農業の推進 

【食のブランド推進課】 

２ 食中毒等の事故防止対策 

【生活衛生課】 

３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組推進 

【食のブランド推進課】 

① 食品事故発生時の迅速な対応 

② 食品安全情報の迅速な収集と発信 

③ 関係機関等との連携・協力体制の確保 

① 食中毒リスクに応じた事故防止対策 

② 食中毒予防啓発、情報提供 

③ 大量調理施設に対する大規模食中毒防止対策 

① 環境こだわり農業の取組拡大 

② 環境こだわり農産物のブランド力向上 

① ＧＡＰに取り組む農業者への指導・助言 

② 国際水準ＧＡＰの指導ができる指導者の育成 

③ 国産水準ＧＡＰ認証取得経営体の拡大 

① 法令に基づいた農薬の適正販売・使用の推進 

② 県内産農産物の安全性の確認 

③ 輸入農産物の安全性の確認 

６ 安全・安心な畜産物の生産 

【畜産課】 

７ 食肉・食鳥肉の衛生確保  

【生活衛生課】 

８ 水産物の安全性の確保 

【水産課・生活衛生課】 

  10 飲食店等の自主衛生管理の推進 

【生活衛生課】 

① 飼養衛生管理基準の徹底 

② 農場ＨＡＣＣＰの取組推進 

③ 動物用医薬品等の販売・使用段階における指導 

① 精密検査による食肉、食鳥肉の衛生確保 

② と畜場・食鳥処理場の衛生確保 

③ 食中毒リスクに応じた事故防止対策 

 （第２次）推進計画の施策の体系図 

① 食中毒リスクに応じた事故防止対策 

② 水産用医薬品の使用段階における指導 

③ 水産加工施設へのＨＡＣＣＰ導入に向けた指導 

① 中・小規模食品製造工場への HACCP 導入 

② 大規模食品製造工場における HACCP 監視指導 

③ 食品衛生監視員の資質向上 

①「衛生管理計画」作成の周知 
②「衛生管理計画」作成状況の確認 
③ マニュアルに基づく衛生管理実施状況の検証 

① 県内製造食品の安全性確認検査 

② 不安感の高い食品や物質の検査 

③ 計画的な食品等の試験検査の実施 

13 食育の推進 
    【健康寿命推進課・保健体育課・ 

生活衛生課】 

12 適正な食品表示の推進 

【県民活動生活課・薬務感染症対策課・ 

食のブランド推進課・生活衛生課】 

① 関係事業者に対する適正表示の指導・助言 

② 食品表示に関する知識の普及 

③ 試験検査による適正表示の確認 

① 食育推進活動者の育成 

② 安全・安心な学校給食の推進 

③ 手洗い教室等による衛生知識の啓発 

① 野菜など園芸作物の生産拡大 

② 学校給食での地産地消の推進 

③「おいしが うれしが」キャンペーン推進店の登録拡大 

① 食の安全・安心審議会の開催 

② リスクコミュニケーションの推進 

③ 食の安全に関する情報提供 
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９ 食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入 

【生活衛生課】 

11 流通食品の試験検査 

【生活衛生課】 

14 地産地消の推進 
【農業経営課・保健体育課・ 

食のブランド推進課】 

15 食の安全・安心に関する 

情報の提供と意見交換 

【全ての関係課】 
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：重点的に取り組む施策 
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現（第２次）推進計画施策 次期(第３次)推進計画施策（案）

施策３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組
推進 （食のブランド推進課）

施策４ 環境こだわり農業の推進
（食のブランド推進課）

施策８ 水産物の安全性の確保
（水産課・食安室）

施策１１ 流通食品の試験検査
（食安室）

施策２ 食中毒等の事故防止対策
（食安室）

施策１ 食の安全に関する危機管理体制の
整備 （食安室・関係課）

施策５ 適正な農薬管理と安全な農産物の
確認 （農経課・食安室）

施策１０ 飲食店等の自主衛生管理の推進
（食安室）

施策９ 食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入
（食安室）

施策８ HACCPに沿った衛生管理の定着
【充実】 促進 （食安室）

施策１2 環境こだわり農業の推進
（み農振課）

【滋賀県環境こだわり農業推進基本計画（第６期】

施策２ 食中毒等の事故防止対策
（食安室）

施策１０ 適正な食品表示の推進
（食安室・み農振課・県活生課・薬務課）

【滋賀県消費者基本計画（第４次）】

施策４ 適正な農薬管理と安全な農産物の確認
（み農振課・食安室）

施策１４ 食の安全・安心に関する情報提供
と意見交換 （食安室・関係課）

施策３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の
取組推進 （み農振課）

【滋賀県農業・水産業基本計画】

施策６ 食肉・食鳥肉の衛生確保
（食安室）

施策５ 安全・安心な畜水産物の生産
（畜産課・水産課）

施策９ 流通食品の試験検査
（食安室）

施策１３ 地産地消の推進
（み農振課・教保体課）

【滋賀県農業・水産業基本計画】

【滋賀県食育推進計画（第３次）】

施策１ 食の安全に関する危機管理体制の
整備 （全ての関係課）

施策７ 食肉・食鳥肉の衛生確保
（食安室）

施策１４ 地産地消の推進
（食ブラ課・農経課・教保体課）

施策１５ 食の安全・安心に関する情報提供
と意見交換 （食安室・関係課）
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施策７ 食品営業施設等への監視指導の
徹底

【新設】 （食安室）

施策１1 食育の推進
（健寿推課・教保体課・食安室）

【滋賀県食育推進計画（第３次）】

施策１２ 適正な食品表示の推進
（食安室・食ブラ課・県活生課・薬感対課）

施策１３ 食育の推進
（健寿推課・教保体課・食安室）

施策６ 安全・安心な畜産物の生産
（畜産課）
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